
         消 防 設 備 点 検 ： 点検内容と報告期間                       
■点検の内容及び期間                                            

機器点検 06ヶ月に１回 消防設備の適正な配置、損傷の有無、機能は簡易な操作により判別できる事項
を点検基準に従い確認する。 

総合点検 12ヶ月に１回 消防設備を作動、又は使用して、総合的な機能を点検基準に従い確認する。 

■点検結果の報告期間：対象物の用途で規定される                             
①通常は総合点検の結果を消防署へ報告。 

②点検業者は、点検結果を点検票に記載、「報告書」を作成。依頼先の建物所有者・管理者・占有者へ提出。 
   「報告書」立会者の欄があるので、防火管理者や担当の方にも点検結果を確認、署名、押印する。 

  ③報告書は２部（3部）消防署に提出し、受付け返却された 1部（2部／副本）は、「維持台帳」に綴り事業所で 
   保管する。点検で発見された不良箇所は早急に改修する。 

  ・特定対象物 ：主に不特定の人が多数出入りする建物  ・不特定対象物 ：主に特定の人が出入りする建物 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


